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この入札説明書は，政府調達に関する協定（平成７年条約第23号），地方自治法（昭和22年法律第67

号），地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。），地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号），仙台市ガス局契約規程（昭和39年仙

台市ガス局規程第８号。以下「規程」という。），仙台市ガス局の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める規程（平成７年仙台市ガス局規程第16号。以下「特例規程」という。），仙台市ガス局入札契約

暴力団等排除要綱（平成20年10月31日管理者決裁。以下「要綱」という。），本件の調達に係る入札公告

（以下「入札公告」という。）のほか，仙台市ガス局（以下「本局」という。）が発注する調達契約に関

し，一般競争入札に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなけれ

ばならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

 １ 公告日 令和７年11月13日 

  

 ２ 入札担当部局，問合わせ先及び契約条項を示す場所 

(1) 所 在 地：〒983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目13番１号 

(2) 担 当 課：仙台市ガス局総務部財務課契約係 電話022-292-7718 

  (3) 調達責任者：仙台市ガス事業管理者 

  

３ 競争入札に付する事項 

(1) 件   名：仙台市ガス局港工場電力需給 

(2) 数   量：8,002,300 キロワットアワー（予定） 

(3) 案 件 内 容：別添仕様書のとおり 

(4) 履 行 場 所：別添仕様書のとおり 

(5) 契 約 期 間：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

（地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約） 

 

４ 入札参加者に必要な資格 

  一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において，次に掲げる要件をすべ 

て満たす者で，本局の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。 

（1） 仙台市における令和５・６・７年度競争入札参加資格（物品）の認定を受けている者であること。 

また，当該資格において，営業種目を「その他の物品販売」で登録している者であること。 

(2) 施行令第 167 条の４第１項各号に該当する者でないこと。 

(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和 60 年 11 月 10 日管理者決裁）第２条第１項の規

定による指名停止を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。 

(6) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。 

(7) 資本金10,000,000円以上であること。 

(8)  電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号の規定に基づく小売電気事業者としての 

登録を受けた者であること。 

（9） 事故発生時等緊急対応が必要な場合に，対応可能な体制が整備されていること。 
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５ 入札参加者に必要な資格の確認等 

(1) 本入札の参加希望者は，４に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため，次に従 

い，一般競争入札参加申請書（添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」とい 

う。）を提出し，本局から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。 

（入札前資格確認型） 

４（1）の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において， 

４に掲げる事項のうち４（1）以外の事項を満たしているときは，開札の時において４（1）に掲げる 

事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当 

該確認を受けた者が本入札に参加するためには，開札の時において４（1）に掲げる事項を満たして 

いなければならない。６（1）又は（3）の手続きが必要であることに留意すること。 

  なお，期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は， 

本入札に参加することができない。 

     ア 申請書類：①一般競争入札参加申請書（添付書類） 

②４（8）に該当することを証する書類（経済産業大臣からの登録通知の写し等） 

③安定供給確約書（別添様式１） 

イ 提出期間：令和７年11月13日から令和７年12月３日まで（持参の場合は，土曜日，日曜日及び

祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。郵送の場合

は，令和７年12月３日を受領期限とする。） 

    ウ 提出場所：〒983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目13番１号 

                    仙台市ガス局総務部財務課契約係  電話022-292-7718 

    エ 提出方法：持参又は配達証明付き書留で郵送すること。 

                     なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。 

    (2) 一般競争入札参加申請書の様式は，本局ホームページよりダウンロードすること。 

     https://www.gas.city.sendai.jp/top/contract/notice/index.php 

    (3)  入札参加者に必要な資格の確認は，上記の提出期限の日以降，本局の審査により行うものとし， 

     その結果は令和７年12月23日までに通知する。なお，本入札への参加資格があると認められた者 

に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。 

   （4）  上記（3）に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても，開札が終了 

するまでは，入札を辞退することができる。入札を辞退するときは，辞退届（任意様式）を上記 

（1）ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内 

で辞退届を提出した場合は，即時に入札室を退出すること。また，当該入札の辞退を表明している 

入札書を投函した場合（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。）は，無効の入札書を投函し 

たものとみなす。 

  

６ 競争入札参加資格（物品）の認定を受けていない者の手続き 

（1） 本入札の参加希望者で，令和５・６・７年度競争入札参加資格（物品）の認定を受けておらず， 

４（1）に掲げる要件を満たさない者は，次に従い当該資格審査申請を行うことができる。 

    ア 申請様式：仙台市ホームページで確認すること。 

      https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/

buppin.html 

    イ 申請方法：仙台市競争入札参加資格申請フォーム（随時登録）より申請 

なお，仙台市財政局財政部契約課物品契約係へ事前に電話連絡をしたうえで申請す

ること（電話番号022-214-8124）。 

      https://logoform.jp/form/3PrJ/965159 

ウ 申請期間：令和７年11月13日から令和７年11月26日 午後５時まで 

  （2） 仙台市における競争入札参加資格（物品）の認否の決定は，上記の申請期限の日以降，仙台市財

政局財政部契約課の審査により行うものとし，その結果は認否の決定後に通知する。 

(3) ４（1）に掲げる令和５・６・７年度競争入札参加資格（物品）の認定を受けている者で，４(1) 

に掲げる営業種目の登録をしていない者は，次に従い営業種目の追加を行うことができる。 

ア 申請様式：入札参加資格登録事項変更届（「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し，「変更

後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお，営業に関し，法令上の許可・登

録を必要とする業種の場合は許可（登録）証明書等のpdfデータを添付すること。） 

      https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.html 

https://www.gas.city.sendai.jp/top/contract/notice/index.php
https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.html
https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.html
https://logoform.jp/form/3PrJ/965159
https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.html
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   イ 申請方法：仙台市競争入札参加資格申請フォーム（登録事項の変更）より申請 

なお，仙台市財政局財政部契約課物品契約係へ事前に電話連絡をしたうえで申請する

こと（電話番号022-214-8124）。 

      https://logoform.jp/form/3PrJ/965159 

   ウ 申請期間：令和７年11月13日から令和７年11月26日 午後５時まで 

 

７ 仕様書に対する質問 

 （1） 本入札の参加希望者で，別添仕様書に対する質問（見積に必要な事項に限る。）がある場合は， 

   次に従い提出すること。 

   ア 提出書類：質疑応答書（別添様式。質問事項を記載すること。） 

   イ 提出期間：５（1）イに同じ。 

   ウ 提出場所：５（1）ウに同じ。 

   エ 提出方法：５（1）エに同じ。 

 （2）（1）の全ての質問に対する回答は，令和７年12月23日までに，本入札説明書を公開しているホーム

ページ内に掲載する。 

 

８ 入札及び開札の日時及び場所 

(1)  日 時：令和８年１月21日 午前10時00分 

ただし，郵便による入札の受領期限は令和８年１月20日 午後５時までとする。 

 (2) 場 所：〒983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目13番１号  

        仙台市ガス局幸町庁舎５階第一会議室 

        ただし，郵便による入札のあて先は「仙台市ガス局総務部財務課契約係」とすること 

（住所は上記に同じ）。 

        なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること（電話番号022-292-7718）。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

  （1） 入札保証金：免除 

  （2） 契約保証金：免除 

 

10 入札及び開札方法等 

(1) 入札書は持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）すること。電報，電話その他の方法に 

よる入札は認めない。 

(2) 入札参加者又はその代理人は，仕様書，図面及び契約書案並びに規程及び特例規程を熟知の上， 

入札をしなければならない。 

(3) 入札参加者又はその代理人は，本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。 

(4) 入札室には，入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関 

係職員」という。）及び下記（20）の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし， 

入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。 

(5) 入札参加者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室することができない。 

(6) 入札参加者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札関係職員に一般競争入札 

参加資格認定通知書（５の手続きにより本局から交付を受けたもので，写しによることができる。） 

及び身分を確認できるもの（マイナンバーカード，自動車運転免許証，パスポート，会社発行の写真

付身分証等ですべて原本）並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状

（別添様式によること。）を提示又は提出しなければならない。 

(7) 入札参加者又はその代理人は，入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか，

入札室を退室することができない。 

(8) 入札室において，次の各号の一に該当する者は，当該入札室から退去させるものとする。 

ア  公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者 

イ  公正な価格を害し，又は不正の利益を得るため連合をした者 

(9) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る。）

は，別添様式による入札書及び入札金額積算内訳書を作成し，提出すること。なお，入札書には，次

の事項を記載すること。 

https://logoform.jp/form/3PrJ/965159
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ア  件名 （仙台市ガス局港工場電力需給） 

イ  入札金額（総額（課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額を含む。）） 

・入札金額積算内訳書（別添様式）に基づき算出した契約希望金額を入札書に記載すること。 

なお，金額には，消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 

・入札は総額で行うが，契約は入札金額積算内訳書に記載された単価に基づく単価契約となるので，

入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。なお，予定使用電力量は，あくまでも想

定であり，約束する使用電力量ではない。実際の使用電力量が，予定使用電力量に満たない場合

であっても，本局は一切の責を負わない。 

・割引料金等の設定により，入札金額積算内訳書を変更する必要がある場合は変更を認める。様式

を変更する場合は，割引後の基本料金・電力量料金等が分かるように記載し，入札参加者の責任

で積算・確認を行った上で提出すること。割引料金等の契約書への反映については，落札者から

の申し出により協議に応じる。 

・再度の入札を行う場合も，入札書に併せて入札金額積算内訳書の提出が必要となるので注意する

こと。 

・入札金額積算内訳書の「契約希望金額」は，入札書の入札金額と一致すること。なお，一致しな

い場合において，入札執行主務者より補正を求められたときは，入札参加者又はその代理人は，

入札金額に基づいて速やかにこれを補正しなければならない。 

・入札金額積算内訳書は，返却しない。 

ウ  日付（持参の場合は入札日を，郵送の場合は発送日を記入すること。） 

エ 宛て先（「仙台市ガス事業管理者」と記入すること。） 

オ  入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号） 

カ 入札者氏名及び押印（押印は，外国人にあっては，署名をもって代えることができる。） 

(10)  入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日本国通貨に

よる表示に限る。 

(11)  持参による入札の場合においては，入札書及び入札金額積算内訳書を併せて封書に入れ，かつ，

その封皮に入札参加者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号），件名及び入札日を表記し，

８（1）に示した日時に，８（2）に示した場所において提出しなければならない。 

郵便による入札の場合においては，二重封筒とし，表封筒に入札書在中の旨を朱書きし，入札書

及び入札金額積算内訳書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入

れ，８（1）に示した受領期限までに，８（2）に示した場所に到達するよう郵送（配達証明付き書

留郵便に限る。）しなければならない。なお，この場合，中封筒の封皮には，上記の持参による入

札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。 

(12)  入札金額は，一切の諸経費（ただし，仕様書において発注者が負担することとしているものを除

く。）を含めて見積もった金額とすること。なお，入札時においては，燃料費等調整額（燃料費調

整額，市場価格調整額及び離島ユニバーサルサービス調整額），電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。 

(13)  落札決定に当たっては，入札書に記載された金額をもって落札金額とするので，入札参加者又は

その代理人は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希

望金額の総額（課税事業者にあっては消費税及び地方消費税相当額を含めて見積もった金額）を入

札書に記載すること。なお，入札書に記載する金額は，仕様書に記載した契約電力及び月毎の予定

使用電力量に対し，各々の契約希望基本料金単価に契約電力と力率による割引（割増）率を乗じて

算出した額と，季節別の契約希望電力量料金単価に月毎の予定使用電力量を乗じて算出した額の契

約期間（12月）分の総額とし，入札金額積算内訳書の「契約希望金額」と一致すること。 

(14)  入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る。）

は，入札金額積算内訳書及び入札書に使用する印鑑を持参し，再度の入札等に備えること。 

(15)  入札書及び委任状は，ペン又はボ－ルペンを使用すること（えんぴつ等の容易に消去可能な筆記

用具は使用しないこと。）。 

(16)  入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る。）

から提出された書類を本局の審査基準に照らし，採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象と 

する。 

(17)  入札金額の訂正は認めない。 



 - 5 - 

(18)  入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る。）

は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることができない。 

(19)  入札執行主務者は，入札参加者又はその代理人が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合で競

争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札参加者又はその代理

人を入札に参加させず，又は当該入札を延期し，若しくはこれを取りやめることができる。 

(20)  開札は，入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において，入札参加者

又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない本局職員を立ち会わせてこ

れを行う。 

(21)  開札をした場合において，入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限

を受任している者に限る。）の入札のうち予定価格以下の入札がないときは，直ちに，再度の入札

を行うことがある。ただし，郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお，再度の入札を辞退す

る者は，入札室から退室しなければならない。この場合，辞退届の提出は不要とする。 

 

11 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札書は無効とし，無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合に

は落札決定を取り消す。 

なお，本局より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても，開札時点において，４に

掲げる資格のないものは，入札参加者に必要な資格のない者に該当する。 

(1) ４に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書 

(2) 要綱第４条第１項の規定により，入札参加資格を失った者の提出した入札書 

(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書（「０円」又は「無料」等の記載は入札金額の記載のない 

入札書とみなす。） 

(4) 入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並びに入札者氏名の記載のない又は

判然としない入札書 

(5) 代理人が入札する場合は，入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並びに 

入札者氏名（代理人の氏名）の記載のない又は判然としない入札書 

(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書 

(7) 入札金額の記載が不明確な入札書 

(8) 入札金額を訂正した入札書 

(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書 

(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書 

(11) ８（1）に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書 

(13) 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した 

入札書 

(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号）に違反し，価格又は

その他の点に関し，明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書 

(15) 当該入札の辞退を表明している入札書（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。） 

(16) その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

12 落札者の決定方法等 

(1) 有効な入札書を提出した者であって，予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候

補者とする。 

(2) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，当該入札者（入札室

に入室していた代理人を含む。）にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において，当該

入札者のうち出席しない者又は入札室でくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係の

ない本局職員を入室させ，これらの者に代わってくじを引かせて落札候補者を決定する。 

(3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったときは，速やかに

落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者と

されなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては，無効とされた理

由）を，当該請求を行った入札者に書面により通知する。 
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(4) 落札者が，規程第10条で定める期日まで，契約書の取り交わしをしないときは，落札の決定を取り

消す。 

 

13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い 

開札日から落札決定までの間に，次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは，当該入

札を無効とする。また，落札決定後，契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することと

なったときは，当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより，落札者に損害が発生

しても，本局は賠償する責めを負わない。 

(1) 「４ 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 

(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 

(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。 

 

14 苦情申立 

本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し，政府調達に関する協定に違反してい

ると判断する場合は，その事実を知り，又は合理的に知りえたときから10日以内に，書面にて仙台市入

札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。 

 

 15 留保条項 

契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は，事情変更により契約解除をすること

がある。 

 

 16  契約書の作成 

(1) 落札者は，交付された契約書に記名押印し，落札決定の日から10日（その期間中に仙台市の休日を

定める条例（平成元年仙台市条例第61号）第１条第１項に規定する休日があるときは，その日数を除

く。）以内に本局と契約書の取交わしを行うものとする。ただし，落札者が遠隔地にある等特別の事

情があるときは，その事情に応じて本局が定めた期日までとする。 

(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

(3) 本契約は本局と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ，確定しないものとする。 

 

 17 支払いの条件 

   別添契約書案による。 

 

 18 契約条項 

   別添契約書案，規程及び特例規程による。 

契約書案の記載について，変更又は追記を希望する場合は，「７ 仕様書に対する質問」と同時に質 

疑応答書を使用して申し出ること。質問回答と同時にその是非を回答する。 

   尚，各小売事業者が定める統一約款の内容は，契約書及び仕様書に定めがない事項について協議する 

場合に参照し，優先するよう努めるが，仙台市ガス局との契約締結書類に統一約款そのものを含めるこ 

とは認めない。 

 

 19 その他必要な事項 

(1) 入札をした者は，入札後，この入札説明書，契約書案，仕様書，図面，質疑応答書等についての不

知又は不明を理由として，異議を申し立てることはできない。 

(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については，すべて当該

入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。 

(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降に

おいて,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除すること

がある。また,この変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,本局はその損害賠

償の責めを負わないものとする。 
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留 意 事 項 
 

件 名  仙台市ガス局港工場電力需給  
 

 

   入札説明書本文に記載のとおり，一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等

が必要となります。 

不備がある場合，失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお，

「一般競争入札参加資格認定通知書」の再発行は行いません。 

 

 

○ 一般競争入札参加申請時の提出書類 

 

□ 一般競争入札参加申請書 

   

□ 小売電気事業者としての登録を受けた者であることを証する書類 
（経済産業大臣からの登録通知の写し等） 

 

    □ 安定供給確約書（別添様式１） 

 

 

 

○ 入札時の必要書類等（持参の場合） 

 

□ 一般競争入札参加資格認定通知書（写し可） 

 

□ 身分を確認できるもの 

（マイナンバーカード，自動車運転免許証，パスポート，会社発行の写真付身分証等。 

ただし，原本に限る。なお，写真付名刺，健康保険証は不可とする。） 

 

□ 代理人が入札する場合は，委任状（本局様式に限る。） 

 

□ 入札書（本局様式に限る。） 

 

□ 入札金額積算内訳書（別添様式） 

 

□ 入札用封筒 

 

□ 再度入札等に使用する印鑑  

 



 

 整理番号 
 

 

 ０ 
 

 

 ７ 
 

 

 Ｅ 
 

 

 ０ 
 

 

０ 
 

 

２ 
 

 
 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書                                                      

 

令和   年   月   日  

 
（あて先） 

  仙台市ガス事業管理者 

 
 

                    申請人住所             

                    商号又は名称 

                    電 話 番 号             

                    代表者職氏名                 ○印  

 
 
 

  物品等又は特定 

役務の名称（件名）    仙台市ガス局港工場電力需給   

 
 
 

  上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので，申請します。 

  なお，本申請書の記載事項については，事実と相違ないことを誓約いたします。 

 
 
    
 
 
 
 
 

連絡先 担当者氏名 

 

電 話 番 号 

 

Ｅ - m a i l 

 
 
 
 
 

  注 申請は，原則として本店の代表者名で行ってください。ただし，競争入札参加資格申請時（登

録時）において，支店長等に，入札・契約等に関する権限を委任している場合は，受任者名で 

申請してください。 



質 疑 応 答 書 

 

 

件名       仙台市ガス局港工場電力需給             

 

 整理番号 ０ ７ Ｅ ０ ０ ２ 

質  問  事  項     回     答 （仙台市ガス局記入欄） 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注１ この質疑応答書は，仕様書等に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）

にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 

注２ 提出期間を過ぎた場合は，受理しません。 

注３ 回答は，入札説明書に記載する期限までに，仙台市ガス局ホームページに掲載します。 



（別添様式１） 

安 定 供 給 確 約 書 

 

令和   年  月   日 
 

 
（あて先）仙台市ガス事業管理者 

 

（入札者） 

所在地 

商号又は名称 

代表者（役職・氏名）                 印 

 

 

私は，仙台市ガス局公告（令和７年11月13日付）で調達する電気の供給の入札において落札者

となった場合には，誠意を持って電気の安定供給に努めることを確約します。 

また，事故発生時等緊急の場合に対応するため，あらかじめ当社及び仙台市ガス局間の通常の

連絡方法の他に，別の緊急時用の連絡体制を確保し，仙台市内を接続供給の供給区域とする一般

送配電事業者及び仙台市ガス局と速やかに連絡をとり，事態に対応することを確約します。 

 

記 

 

１ 調達件名     仙台市ガス局港工場電力需給 

２ 予定使用電力量  8,002,300 kＷh 

３ 供給場所     仙台市ガス局港工場（仙台市宮城野区港四丁目13番１号） 

４ 供給期間     令和８年４月１日０時から令和９年３月31日24時まで 

５ 緊急連絡体制   別紙（任意様式）のとおり 

６ 供給体制等    別紙（任意様式）のとおり 

  

 

注１ 本文中の「別の緊急時用の連絡体制」とは，メンテナンス担当部門等と直接連絡がとれる体

制をいい，具体的な連絡先（電話番号）を明記するものであること。 

注２ 上記５及び６に係る別紙は，任意様式とする。（同一用紙への記載で構わない。） 

   別紙には，事故発生時等の具体的な緊急時連絡体制，電源の所在地（調達先），当該電源の

出力，電気の送電方法その他，安定供給を確約するうえで必要な事項を記載する。 

 

 



入 札 書 
 

 

件名   仙台市ガス局港工場電力需給    

 

入 札

金 額 

百億 

 

 

拾億 

 

 

億 阡萬 百萬 拾萬 萬 阡 百 拾 円 

 

 

 上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，

仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。 

 

 

令和   年   月   日 

（あて先） 

仙台市ガス事業管理者 

 

会社（商号）名： 

 

入 札 者 氏 名：                ○印  

 

 

 

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することになります。 



 

入 札 書 
 

 

 

 

件名   仙台市ガス局港工場電力需給    

 

入 札

金 額 

百億 

￥ 

拾億 

１ 

億 

２ 

阡萬 

３ 

百萬 

４ 

拾萬 

５ 

萬 

６ 

阡 

７ 

百 

８ 

拾 

９ 

円 

０ 

 

 

 上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，

仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。 

 

 

令和○年○○月○○日 

（あて先） 

仙台市ガス事業管理者 

 

 

会社（商号）名： ○○○○○株式会社 

 

入 札 者 氏 名： 代表取締役 △△ △△     

 

 

 

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することになります。 

記載例（本人の場合） 

※ 本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時（登録時）に

おいて支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している

場合の支店長等が入札を行う場合 

競争入札参加資格審査申請時 

（登録時）において提出した 

「使用印鑑届」により届け出し 

た印を使用すること。 ※ 支店長が入札を行う場合は， 

  支店名も記載すること。 

※ 支店長が入札を行う場合は， 

 「支店長 △△ △△ 」とすること。 

 代表者印 



 

使用 

印鑑 

 

入 札 書 
 

 

 

件名   仙台市ガス局港工場電力需給    

 

入 札

金 額 

百億 

￥ 

拾億 

１ 

億 

２ 

阡萬 

３ 

百萬 

４ 

拾萬 

５ 

萬 

６ 

阡 

７ 

百 

８ 

拾 

９ 

円 

０ 

 

 

 上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧のうえ，

仙台市ガス局契約規程を守り入札いたします。 

 

 

令和○年○○月○○日 

（あて先） 

仙台市ガス事業管理者 

 

会社（商号）名： ○○○○○株式会社 

 

入 札 者 氏 名：  △△ △△        

 

 

 

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することになります。 

記載例（代理人の場合） 

※ 本人から委任を受けた者（担当者等）が入札を行う場合。 

本人から委任を受けた者（担当

者等）の印を使用すること。 

なお，入札時に提出する委任状

の「使用印鑑」欄に押印した印

と一致すること。 

※ 委任状で代理人と定められた者の 

氏名（担当者等）を記載すること。 



商号又は名称：

件名　：　仙台市ガス局港工場電力需給

注意　：　内訳書に記載してある電力量（kWh）については、電力量使用計画での値である。そのため、実際の使用電力とは差異が生じます。

項目

（kW） （円） （kW） （円） （kWh） （円） （kWh） （円） （kWh） （円） （kWh） （円）

月別 A B C D E G H I J K L M N

4 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 301,500 349,800 651,300 0.00 0.00

5 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 263,900 390,800 654,700 0.00 0.00

6 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 313,600 321,100 634,700 0.00 0.00

7 夏季 1,300 1,300 0.85 0.00 67,700 244,300 353,700 665,700 0.00 0.00

8 夏季 1,300 1,300 0.85 0.00 69,900 252,600 357,000 679,500 0.00 0.00

9 夏季 1,300 1,300 0.85 0.00 64,500 233,200 353,700 651,400 0.00 0.00

10 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 314,500 342,000 656,500 0.00 0.00

11 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 299,900 350,800 650,700 0.00 0.00

12 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 317,900 387,000 704,900 0.00 0.00

1 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 299,000 416,100 715,100 0.00 0.00

2 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 298,500 349,800 648,300 0.00 0.00

3 その他季 1,300 1,300 0.85 0.00 330,100 359,400 689,500 0.00 0.00

令和８年度
合計金額

 

補足事項

１　電力量料金合計額（Q欄）は小数点以下を切り捨てとし、入札金額に合わせること。

２　Ｆ欄及びＰ欄は小数点第3位を四捨五入とし、小数点第2位止めとすること。

入札金額積算内訳書

令和８年度 令和８年度　年間使用計画電力量　：　8,002,300 kWh

契約電力

力率割
引係数

基本料金

時間帯別電力量内訳

電力量合計 電力量料金 電力量料金合計額基本料金 ピーク時間 昼間 夜間

常時供給分 単価 予備電力分 単価 電力量 単価

夏季 その他季

電力量 単価
(円） 電力量 単価 電力量 単価 （kWh） （円） （円）

F＝（A×B×E）+（C×
D）

O＝G+I+K+M
P＝（G×H）+（I
×J）+（K×L）+

（M×N）
Q＝F+P



委 任 状 
 

令和   年   月   日 

（あて先） 

仙台市ガス事業管理者 

 

住    所：  

委任者  商号又は名称：  

代表者職氏名：                ○印  

 

 私は        を代理人と定め，    年  月  日

仙台市ガス局にて行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限

を委任します。 

 

記 

 

件名    仙台市ガス局港工場電力需給      

 

受任者は次の印鑑を使用します。 

 

使用印鑑 

 

 

 

 



委 任 状 
 

令和○年○○月○○日 

 

 

（あて先） 

仙台市ガス事業管理者 

 

住    所： 仙台市宮城野区幸町５丁目 13 番１号 

委任者  商号又は名称： 株式会社 仙台市ガス 

代表者職氏名： 代表取締役  △△ △△    ○印  

 

 私は □□ □□ を代理人と定め，令和○年○○月○○日 

仙台市ガス局にて行なう下記件名の入札及び見積に関する一切の 

権限を委任します。 

 

記 

 

件名    仙台市ガス局港工場電力需給      

 

受任者は次の印鑑を使用します。 

使用印鑑 

   
  代理人 

使用印   

 

 

記載例 

この委任状で入札に関す

る委任を受けた者（実際

に入札に参加する者）の

私印を押印すること。 

入札書には，この印を押

印すること。 

・本店の代表者（競争入札参加資格審査申請

時（登録時）において支店長等に入札・契約

等に関する権限を委任している場合は支店長

等）名で作成し，押印すること。 

・印は競争入札参加資格審査申請時（登録時）

において提出した「使用印鑑届」により，届

け出した印を使用すること。 



                                ㊞ 

契 約 番 号 

第        号        （案） 

 

電 力 需 給 契 約 書 
 

 

１ 件     名   仙台市ガス局港工場電力需給     

 

 

 

２ 契 約 期 間   令 和  ８ 年  ４ 月  １ 日  から 

            令 和  ９ 年  ３ 月 ３１ 日  まで 

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 

 

３ 契 約 単 価   別紙明細書記載のとおり 

 

 

４ 契 約 保 証 金   免    除 

 

 

上記の電気の供給について，仙台市ガス事業管理者（以下「発注者」という。）と， 

消費税及び地方消費税に係る     税業者               （以下

「受注者」という。）は，各々の対等な立場における合意に基づいて，上記記載事項

及び次の条項によって公正な契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

 

本契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自１通を保有する。 
 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

仙台市宮城野区幸町五丁目１３番１号 

発注者 

仙台市ガス事業管理者             ㊞ 

 

 

 

住 所 

受注者 

氏 名                   ㊞ 

課 

免 
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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は，この契約に基づき，仕様書等（別添の内訳書，仕様書及びこれらの図書に対する

質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令を遵守し，誠実に，こ

の契約（この約款及び仕様書等を内容とする電力需給契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は，仕様書及び受注者がこの本契約により電力を供給するに当って適用する諸規程に基づき，発注

者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間（以下「契約期間」という。）中，発注者に供給するも

のとし，発注者は，受注者にその対価を支払うものとする。 

３ 電力を供給する施設は，仙台市ガス局港工場とする。 

４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は，日本語とする。 

７ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある場合を除

き，計量法（平成４年法律第 51号）の定めるところによる。 

９ この契約における期間の定めについては，民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第 48

号）の定めるところによる。 

10 この契約は，日本国の法令に準拠する。 

11 この契約に係る訴訟については，仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 受注者は，この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，

あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（使用電力量の増減） 

第３条 発注者の使用電力量は，発注者の都合により予定使用電力量から変動することができる。 

（契約電力の変更） 

第４条 契約電力を変更する必要があると認めるときは，発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。こ

の場合において，発注者は，必要があると認められるときは，契約単価を変更しなければならない。 

２ 発注者が前項の規定によらないで契約電力を超えて電力を使用した場合には，超過金の支払いについて

発注者と受注者とが協議を行い，超過金の支払いが適当であると認められたときは，発注者は，受注者の請

求により下記の超過金を支払うものとする。 
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  超過金＝（その月の最大需要電力－契約電力）×基本料金単価×（１．85－力率/100）×１．５ 

（使用電力量の計量） 

第５条 受注者は，毎月末日の 24時に計量器に記録された値を読みとり，検針した使用電力量（当該月の初日

０時から末日24時までに使用した電力量）を発注者に通知しなければならない。ただし，これにより難いときは，

発注者の了承を得て，「毎月末日」を「受注者が定める計量日の前日」と，「当該月の初日 0時から末日 24 時

までに使用した電力量」を「前月の計量日 0時から当月の計量日の前日 24 時までに使用した電力量」と読み

替えるものとする。 

２ 電力量料金の算定は，前項の使用電力量により行うものとする。 

（電気料金の計算方法） 

第６条 毎月の電気料金の計算方法は，基本料金と電力量料金の和（1 円未満の端数は切り捨てる。）に電気

事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（１円未満の端数は切り

捨てる。）を加えた額とする。 

２ 前項の基本料金は，次により算出する。 

基本料金単価×契約電力×（1.85－力率/100） 

３ 第１項の電力量料金は，次により算出する。 

電力量料金単価×使用電力量±燃料費等調整単価×使用電力量 

４ 第１項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は，次によ

り算出する。 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価×使用電力量 

（基本料金単価及び電力量料金単価） 

第７条 基本料金単価及び電力量料金単価は，別紙明細書のとおりとする。ただし，夏季とは毎年７月１日から

９月 30 日とし，その他季とは夏季以外の期間をいう。 

（力率） 

第８条 力率は，当該月の毎日午前８時から午後 10 時までの時間における平均力率とし，単位は％（小数点以

下は，四捨五入する。）とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は 100％とする。） 

２ 前項の平均力率は，次により算出する。 

      100( 　　＋（無効電力量）有効電力量）有効電力量／ ２２  

（燃料費等調整） 

第９条 燃料費の変動等により電力量料金の調整を行う必要が生じた場合には，発注者と受注者とが協議の上，
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これを改定することができる。ただし，当該地域を管轄する旧一般電気事業者の燃料費等調整額を超えない

範囲で行うものとする。 

（契約単価の変更） 

第 10 条 前条に規定するもののほか，契約後において，法令の改正，受注者の発電事情等の変動等により，第

７条の契約単価を変更する必要が生じたときは，発注者と受注者とが協議の上，これを改定することができる。 

（料金の支払） 

第 11 条 受注者は，第５条第１項の計量の通知後，当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。 

２ 前項に規定する電気料金は，第６条の料金の計算方法により算出した額とする。 

３ 発注者は，第１項の規定による請求があったときは，これを審査し，適正と認めたときは，その受理した日から

30 日以内にこれを支払わなければならない。但し，受注者との協議により，別途支払日を定める場合はこの限

りではない。 

４ 前項の規定による電気料金の支払いが遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数

に応じ，契約締結日における，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第256号）第８条第

１項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ

とができる。 

(発注者の解除権） 

第 12 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，催告することなくこの契約を解

除することができる。 

（1） 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

（2） 天災その他不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと認められるとき。 

（3） 前２号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達することがで 

きないと認められるとき。 

（4） 第 15 条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定により契約を解除したときは，発注者は，当該日から契約満了日に係る契約電力及び予

定使用量にそれぞれの契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の１に相当する額を違約金として徴収

することができる。 

(談合による解除） 

第 12 条の２ 発注者は，受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは，催告すること

なくこの契約を解除することができる。 
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(1)  受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号以下「独占禁止法」という。）第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。 

(2)  受注者に対してなされた独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。 

(3)  受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が，刑法（明治 40 年法律第

45 号）第 96 条の６の規定による刑に処せられたとき。 

２ 前条第２項の規定は，前項による解除の場合に準用する。 

（発注者の任意解除権） 

第 13 条 発注者は，第 12 条第１項各号及び前条第１項の規定によるほか，契約期間の間，必要がある

ときは，契約を解除することができる。 

２ 発注者は，前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは，その損害

を賠償しなければならない。 

３ 発注者は，特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱（平成７年 12月 25 日市長決裁）第５条第

２項の要請を受けた場合において，これに従うときは，特に必要があると認められるものに限り，当

該契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除等） 

第 14 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，催告することなくこの契約を解

除することができる。 

(1) 受注者の代表役員等（仙台市ガス局入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10 月 31 日管理者 

決裁。以下「要綱」という。）別表第１号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。）又は一般 

役員等（要綱別表第１号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。）が暴力団員（要綱第２条第 

４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団関係者（要綱第２条第５号に規定 

する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関 

係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部（以下「県警」という。）から通報があり， 

又は県警が認めたとき。 

(2) 受注者（その使用人（要綱別表第２号に規定する使用人をいう。）が受注者のために行った行為 

に関しては，当該使用人を含む。以下この条において同じ。），受注者の代表役員等又は一般役員 

等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損害を与える目的をもって， 

暴力団等（要綱第１条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を利用していると県警から 

通報があり，又は県警が認めたとき。 
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(3) 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に 

関与していると認められる法人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極的に 

暴力団（要綱第２条第３号に規定する暴力団をいう。）の維持運営に協力し，若しくは関与して 

いると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

(4) 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等と社会的に非難される関係を有して 

いると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

(5) 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等であることを知りながら，これを不 

当に利用する等の行為があったと県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

(6) 前各号に掲げるものを除くほか，受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各

号に掲げる者に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。 

(7) 前各号に掲げるものを除くほか，受注者が仙台市暴力団排除条例（平成 25年仙台市条例第 29 

号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団 

員等に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。 

２ 受注者が共同企業体である場合，その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは， 

同項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定により契約が解除された場合においては，第 12 条第２項の規定を準用する。 

４ 受注者は，この契約の履行に当たり暴力団等（仙台市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力 

団員等を含む。以下この項において同じ。）から不当介入（要綱第２条第６号に規定する不当介入を 

いう。以下同じ。）を受けたときは，速やかに所轄の警察署へ通報を行い，捜査上必要な協力を行う 

とともに，発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等（要綱第７第２項に規定する下請 

負人等をいう。）が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。 

（受注者の解除権）  

第 15 条 受注者は，発注者が契約に違反し，その違反により契約の履行が不可能となったときは，相

当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。 

２ 受注者は，前項の規定により契約を解除した場合において，損害があるときは，その損害の賠償を

発注者に請求することができる。 

（解除に伴う措置） 

第 16 条 発注者は，契約が解除された場合において，発注者が既に電力の供給を受けている場合は，当
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該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。 

２ 前項の電気料金は，発注者と受注者とが協議して定める。 

（損害賠償） 

第 17 条 受注者は，次のいずれかに該当したときは，その損害を賠償しなければならない。 

（1） 天災その他不可抗力による停電の場合を除き，停電等により発注者に損害を与えたとき。 

（2） 受注者の責めに帰すべき理由により生じた停電により第三者が損害を被った場合において，発注 

者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。 

(特約事項) 

第 18 条 発注者は，本契約について，契約を締結した翌年度以降において，この契約に係る歳出予算が

減額・削除された場合には，本契約を変更又は解除することができる。また，発注者は，当該変更・

解除が行われた場合の損害賠償の責を負わないものとする。 

（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金） 

第 19 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,当該

地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

（契約外の事項） 

第 20 条 この契約に定めのない事項，又はこの契約書の各条項に疑義を生じたときについては，発注者

及び受注者は誠意をもって協議し，その処理に当たるものとする。 
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別 紙 

 

（明細書） 

件 名  仙台市ガス局港工場電力需給  

 

 

区分 

基本料金単価 

（円/ｋＷ） 

〔契約電力１ヶ月当り〕 

電力量料金単価 

（円/ｋＷｈ） 

常時供給分 予備電力分 

ピーク時間

（7・8・9 月

13時～16時） 

昼間時間 夜間時間 

夏季 その他季   

契約単価 

（円） 
      

（各単価は消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

１ 「夏季」とは，毎年７月１日から９月 30 日をいう。 

２ 「その他季」とは，夏季以外の期間をいう。 

３ 「ピーク時間」とは，夏季毎の 13 時から 16 時までをいう。ただし，休日等における該当 

 する時間を除く。 

４ 「昼間時間」とは，毎日午前８時から 22 時までをいう。ただし，ピーク時間及び休日等に 

おける該当する時間を除く 

５ 「夜間時間」とは，ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。 

６ 「休日等」は，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，並びに１月２日， 

１月３日，１月４日，４月 30 日，５月１日，５月２日，12 月 29 日，12 月 30 日及び 12 月 

31 日をいう。 

㊞ 



 

 

仕   様   書 
 

 

 

件名 仙台市ガス局港工場電力需給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市ガス局 製造部 港工場 

 

 



仙台市ガス局港工場電力需給に係る仕様書 

 

 

 

１ 概要 

（１）件名       ： 仙台市ガス局港工場電力需給 

（２）需要場所（住所） ： 仙台市ガス局 港工場  

（仙台市宮城野区港四丁目 13 番 1 号）   

（３）業種及び用途   ： 都市ガス製造 

 

２ 仕様 

（１）電力供給条件 

  ア 供給電気方式  ： 交流三相 3線式 

  イ 供給電圧    ： 標準電圧 60,000V 

  ウ 計量電圧    ： 標準電圧 60,000V 

  エ 周波数     ： 50Hz 

  オ 受電方式    ： 2 回線受電（常用線及び予備線） 

（予備線は常用利用変電所から常用利用と同位の電圧で受電） 

（２）契約電力及び予定使用電力 

  ア 常用線     ： 1,300kW 

             （契約上使用できる電気の最大電力をいい、30 分最大使用電力計により計

測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。） 

  イ 予備線     ： 1,300kW 

ウ 予定使用電力量 （令和 8年度） 

： 8,002,300kWh（令和 8年 4 月 1日から令和 9年 3 月 31 日までの使用量見込み） 

エ 力率      ： 100% 

（３）契約期間     ： 令和 8年 4月 1日 0時から令和 9年 3月 31 日 24 時まで（1年間） 

（４）電力量の検針   ： スマートメーターによる 

ア 電力量計構成   

（ア）常時供給分  ： 型番 ： 三菱電機 WP3EH K19R 

              精度 ： 特別精密 

  （イ）予備電力分  ： 型番 ： 三菱電機 WP3EH K19R 

              精度 ： 特別精密 

（５）需給地点     ： 需要場所の変電所 

（６）保安責任分界点  ： 需要場所のガス絶縁開閉装置のブッシング電源側接続点 

（７）財産分界点    ： 保安責任分界点に同じ 

（８）計量場所     ： 需要場所の変電室内 



（９）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

            ： 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に

基づく賦課金は国が定める従量制供給の単価による。 

 

（10）主要な負荷設備 

負荷設備名称 設置数 電圧 定格出力 電動機の種類 
運転形態

（注意１） 

ボイルオフガス圧縮機 2 台 6,000V 530kW 高圧誘導機 常用 1台 

ＳＭＶブロア 1 台 6,000V 110kW 高圧誘導機 待機 

海水ポンプ 
製造用 3 台 6,000V 235kW 高圧誘導機 常用 1台 

防消火用 1 台 6,000V 330kW 高圧誘導機 待機 

ＬＮＧポンプ 
製造用 3 台 6,000V 150kW 高圧誘導機 常用 1台 

出荷用 1 台 6,000V 75kW 高圧誘導機 1 台断続 

消火工水ポンプ 1 台 6,000V 132kW 高圧誘導機 待機 

注意 1：上記の運転形態は代表的な状態であり、製造状況に応じ適宜稼働台数は変動する。 

 

３ その他 

（１）令和２年１１月にスマートメーター設置済み。 

（２）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めていないその他の需給条件に

ついては、受注者が定める約款又は発注者と受注者との協議により定める。 

（３）受注者の発電設備等が災害及び事故等により電力が供給不能となった場合には、速やかな電力供

給再開が可能な体制を確保すること。ただし、これにより生じる特別料金及び基本料金単価の増

額分は支払わないものとする。 

（４）季節条件等の変動により、電力使用計画を大きく上回る電力（注２）を購入する場合にも内訳書

の単価を適用する。 

  注２：「電力使用計画を大きく上回る電力」については、「別紙 3 使用開始希望日以降 1 年間の電

力使用計画（令和 8年度）」に記載されている時間帯別電力量及び電力量合計の数値に対し、最大

5%程度を想定している。 

（５）料金の算定上必要な計量器及びその付属装置等は、すべて受注者の負担において取付けること。 

   また、既設設備の改造（改修）工事等が必要な場合の費用についても受注者の負担とする。 

（６）供給地点特定番号については契約締結後、問い合わせがあった場合に回答する。 

（７）契約期間中における契約電力（1,300kW）及び受変電設備変更などの計画はない。 

（８）自家発補給電力の契約はない。 

（９）需要場所は「1 概要」に記載のある 1つの場所である。 

（10）30 分デマンドデータは所有していない。 

 



４ 添付資料 

（１）別紙 1「単線結線図（特高／第一変電室）」 

（２）別紙 2「受配電設備一覧」 

（３）別紙 3「使用開始希望日以降 1年間の電力使用計画予定（令和 8年度）」 

（４）別紙 4「代表的需要カーブ」 

（５）別紙 5「令和 2年度 － 令和 6年度 電力使用量（実績）」 

  

 



第一変電室

別紙 1

単線結線図

（特高／第一変電室）



別紙　2

１　60kVGIS及び受電変圧器

（１）SF6ガス絶縁開閉装置（CFT形）

　ア　屋外設置

　イ　常用線及び予備線による2回線受電

　ウ　受電用変圧器フィーダ×2回線

（２）受電用変圧器（SLORV-3YC形）

　ア　屋外設置

　イ　負荷時タップ切換器付

　ウ　66/6.3kV、　7,500kVA×2台

２　配電設備

（１）第一変電室　：　6.3kV設備、420V設備、210/105V設備

（２）第二変電室　：　6.3kV設備、420V設備、210/105V設備

（３）コンデンサー設備（屋外設置）

　ア　500kVar×2台

　イ　250kVar×2台

３　自家用発電設備（非常用発電機）

（１）1,500kVA　同期発電機×2台（1,800ps　ガスタービン×2台）

４　電力監視設備

（１）受変電設備監視制御システム

受配電設備一覧



別紙　3

仙台市ガス局 製造部 港工場

項目

最大電力 電力量合計

（ｋW） 常時供給分 予備電力分 （千ｋWh）

月別 （ｋW） （ｋW）

4 1,290 1,300 1,300 301.5 349.8 651.3

5 1,290 1,300 1,300 263.9 390.8 654.7

6 1,290 1,300 1,300 313.6 321.1 634.7

7 1,290 1,300 1,300 67.7 244.3 353.7 665.7

8 1,290 1,300 1,300 69.9 252.6 357.0 679.5

9 1,290 1,300 1,300 64.5 233.2 353.7 651.4

10 1,290 1,300 1,300 314.5 342.0 656.5

11 1,290 1,300 1,300 299.9 350.8 650.7

12 1,290 1,300 1,300 317.9 387.0 704.9

1 1,290 1,300 1,300 299.0 416.1 715.1

2 1,290 1,300 1,300 298.5 349.8 648.3

3 1,290 1,300 1,300 330.1 359.4 689.5

計 202.1 730.1 2,738.9 4,331.2 8,002.3

1　季節区分および時間帯区分

(1)　季節区分は、次のとおりとする。

　ア　「夏季」は7月1日から9月30日までの期間をいう。

　イ　「その他季」は夏季以外の期間をいう。

(2)　時間帯区分は、次のとおりとする。

　ア　「ピーク時間」は、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。ただし、休日等（※注意1）

　　に定める日の該当する時間を除く。

　イ　「昼間時間」は、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。ただし、ピーク時間及び休日等

　　（※注意１）に定める日の該当する時間を除く。

　ウ　「夜間時間」は、ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。

※注意１　：　休日等とは、次の日をいう。

(1)　日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、

　　　4月30日、5月1日、5月2日、12月29日、12月30日、12月31日をいう。

夏季 その他季

使用開始希望日以降１年間の電力使用計画予定（令和8年度）

契　約　電　力
時間帯別電力量内訳（千ｋWh）

ピーク時間
電力量

昼　　間

夜間



【補足】
・最大デマンドは、平成31年度（令和元年）から令和5年度の過去5年間での最大値を使用している。
・通常操業時は令和5年度代表的操業電力を採用している。
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時 刻

代表的需要カーブ

最大デマンド前日

最大デマンド日

最大デマンド翌日

通常操業時

別紙４

※注意１ ： 「最大デマンド日」は、令和2年から令和6年度の過去5年間での最大デマンドとなった日を採用している。

※注意２ ： 「通常操業時」は、令和6年度における代表的操業電力を採用している。

（※注意2）

（※注意1）



別紙　5

仙台市ガス局　製造部　港工場

契約電力 デマンド 使用量 契約電力 デマンド 使用量 契約電力 デマンド 使用量
（kW） （kW） （kWh） （kW） （kW） （kWh） （kW） （kW） （kWh）

4月 1,300 1,088 647,050 4月 1,300 1,081 638,626 4月 1,300 1,002 632,413

5月 1,300 1,044 648,280 5月 1,300 1,062 646,273 5月 1,300 1,013 593,414

6月 1,300 1,143 625,930 6月 1,300 1,054 616,673 6月 1,300 958 587,890

7月 1,300 1,157 646,360 7月 1,300 1,018 657,796 7月 1,300 1,177 619,025

8月 1,300 1,057 659,990 8月 1,300 1,081 656,363 8月 1,300 1,158 657,417

9月 1,300 1,168 633,760 9月 1,300 1,018 633,926 9月 1,300 1,083 631,584

10月 1,300 1,048 644,450 10月 1,300 1,119 653,002 10月 1,300 1,003 647,534

11月 1,300 1,216 643,940 11月 1,300 1,104 643,604 11月 1,300 1,153 639,344

12月 1,300 1,187 692,211 12月 1,300 1,210 692,353 12月 1,300 1,158 694,260

1月 1,300 1,115 698,938 1月 1,300 1,137 699,869 1月 1,300 1,284 708,497

2月 1,300 1,136 634,591 2月 1,300 1,152 628,142 2月 1,300 1,140 628,146

3月 1,300 1,151 674,173 3月 1,300 1,057 674,575 3月 1,300 1,093 669,792

7,849,673 7,841,202 7,709,316

契約電力 デマンド 使用量 契約電力 デマンド 使用量 ◇補足

（kW） （kW） （kWh） （kW） （kW） （kWh） 　表の太字は年度における最大値である。

4月 1,300 1,064 623,418 4月 1,300 1,092 629,251

5月 1,300 1,057 645,874 5月 1,300 1,109 653,401

6月 1,300 1,105 622,589 6月 1,300 1,061 636,748

7月 1,300 1,029 662,253 7月 1,300 1,061 654,663

8月 1,300 1,061 670,747 8月 1,300 1,027 662,998

9月 1,300 1,091 638,671 9月 1,300 1,028 632,821

10月 1,300 1,053 612,643 10月 1,300 1,005 637,821

11月 1,300 1,099 640,009 11月 1,300 1,094 600,863

12月 1,300 1,167 684,539 12月 1,300 1,136 670,668

1月 1,300 1,134 693,501 1月 1,300 1,160 679,976

2月 1,300 1,157 646,028 2月 1,300 1,180 618,979

3月 1,300 1,199 671,814 3月 1,300 1,134 666,437

7,812,086 7,744,626

令和2年度－　令和6年度　電力使用量（実績）

令和5年度 令和6年度

令和5年度　合計 令和6年度　合計

令和2年度 令和3年度 令和4年度

令和2年度　合計 令和3年度　合計 令和4年度　合計
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